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Ⅳ セクシュアル・ハラスメントの防⽌ 
■ 現状・課題

○ セクシュアル・ハラスメント※は、被害者の人権を著しく侵害し社会
的にも許されない⾏為です。雇⽤の場だけでなく、教育や福祉などの現
場や地域社会、スポーツの分野など多くの場面で起こる可能性があり、
性別・性自認・性的指向を問わず誰でも被害者となるおそれがあります。 

○ 東京都男⼥平等参画基本条例第 14 条では、「何人も、あらゆる場にお
いて、セクシュアル・ハラスメントを⾏ってはならない」ことを定めています。

○ 雇⽤の場では、男⼥雇⽤機会均等法により、事業主に対し、セクシュ
アル・ハラスメントの防⽌措置をとることが義務づけられており、これ
は⼥性だけでなく男性に対するセクシュアル・ハラスメントも対象とな
っています。

○ 教育現場においても、セクシュアル・ハラスメントへの対応が求めら
れています。都内の教育機関では、これまでも教職員の研修や相談窓口
の設置などの取組が⾏われていますが、今後も、教育の場における人権
侵害の防⽌と被害者の保護を徹底する必要があります。

○ 性自認や性的指向に関するハラスメントやアウティング※といった
ＳＯＧＩ※ハラスメントへの対応も必要です。

○ セクシュアル・ハラスメントを受けると、被害者は精神的な苦痛を被り、
心身の不調に陥ったり、職場で起こった場合には退職に追い込まれたり
するなど、被害者の⽣活に重大な影響が及ぶことも少なくありません。 

○ また、周囲の人たちの無理解や、不⽤意な言動などにより被害者が更
に心の傷を深くしてしまうこともあり、今後も広く普及啓発に取り組む
ことが重要です。

○ 被害にあった人が身近な相談窓口で相談できるよう、都のみならず、
区市町村の相談窓口等での相談対応能⼒の強化を図る必要があります。 

■ 都のこれまでの主な取組

○ 労働者・使⽤者双方に対して、セクシュアル･ハラスメント防⽌に関す
る普及啓発活動を⾏ってきました。また、職場におけるセクシュアル･ハ
ラスメントに関する相談、あっせんを⾏ってきました。

○ 相談内容に応じて適切な窓口に繋ぐことができるよう、研修を実施し
てきました。
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■ 取組の方向性

○ セクシュアル・ハラスメントは社会的に許されない⾏為であることを
広く周知徹底するため、普及啓発や相談体制の充実など必要な対策を進
める必要があります。

○ 雇⽤の場におけるセクシュアル・ハラスメントの防⽌に向けては、使
⽤者への啓発を含め、具体的な取組方法や⾏政による⽀援策等を周知し、
主体的な取組を促す必要があります。

○ 教育現場におけるセクシュアル・ハラスメントの防⽌に向けて、取組
を充実させる必要があります。

○ 被害にあった人からの相談に適切に対応できるように、研修等により
相談窓口の対応能⼒の強化を図る必要があります。

※ セクシュアル・ハラスメント
性的な言動により当該言動を受けた個人の⽣活の環境を害すること⼜

は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えること
をいう。 

※ アウティング
本人の同意なく、その人の性自認や性的指向に関する情報を第三者に

暴露すること。 

※ ＳＯＧＩ（ソジ）
性自認及び性的指向のこと。性的指向 Sexual Orientation 及び性自認

Gender Identity の頭文字


